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(57)【要約】
【課題】この発明は、配光を調整する際の操作性がよく
、かつ意匠性に優れた照明装置を得ることを目的とする
。
【解決手段】この発明に係る照明装置１は内部に電源を
備えた本体２と、本体２に取り付けられた光源３と、本
体２の外周に配置された筒状のカバー４と、カバー４内
に配置され、光源３から出射された光の配光を制御する
光学制御部５と、カバー４内に配置され、光源３と光学
制御部５の距離を調整可能な操作部６とを備え、操作部
６は、光源３と光学制御部５の距離を調整する際、進退
しないことを特徴とするものである。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部に電源を備えた本体と、
前記本体に取り付けられた光源と、
前記本体の外周に配置された筒状のカバーと、
前記カバー内に配置され、前記光源から出射された光の配光を制御する光学制御部と、
前記カバー内に配置され、前記光源と前記光学制御部の距離を調整可能な操作部とを備え
、
前記操作部は、前記光源と前記光学制御部の距離を調整する際、進退しないことを特徴と
する照明装置。
【請求項２】
前記本体に取り付けられ、側面に螺旋状に形成された溝を有する円筒状の調整部と、
前記操作部に形成され、前記溝に勘合する凸部と、を備え、
前記操作部を操作すると、前記凸部により前記調整部が押されることで前記光源が進退す
ることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
前記操作部の一端にねじ山が形成され、
前記本体に前記ねじ山と勘合するねじ溝が形成され、
前記操作部を操作すると、前記ねじ山により前記ねじ溝が押されることで前記光源が進退
することを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
前記操作部は前記カバーの側面側に配置され、歯車形状をしており、
前記本体に前記歯車と勘合する歯車溝が形成され、
前記操作部を操作すると、前記歯車により前記歯車溝が押されることで前記光源が進退す
ることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項５】
前記光学制御部に取り付けられ、側面に螺旋状に形成された溝を有する円筒状の調整部と
、
前記操作部に形成され、前記溝に勘合する凸部と、を備え、
前記操作部を操作すると、前記凸部により前記調整部が押されることで前記光学制御部が
進退することを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項６】
前記光学制御部に取り付けられた円筒状の調整部を備え、
前記操作部の一端にねじ山が形成され、
前記調整部に前記ねじ山と勘合するねじ溝が形成され、
前記操作部を操作すると、前記ねじ山により前記ねじ溝が押されることで前記光学制御部
が進退することを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項７】
前記光学制御部に取り付けられた円筒状の調整部を備え、
前記操作部は前記カバーの側面側に配置され、歯車形状をしており、
前記調整部に前記歯車と勘合する歯車溝が形成され、
前記操作部を操作すると、前記歯車により前記歯車溝が押されることで前記光学調整部が
進退することを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項８】
前記本体に取り付けられ、側面に螺旋状に形成された第一の溝を有する円筒状の第一調整
部と、
前記光学制御部に取り付けられ、側面に螺旋状かつ第一の溝と交差するように形成された
第二の溝を有する円筒状の第二調整部と、
前記操作部に形成され、前記第一の溝及び前記第二の溝に勘合する凸部と、を備え、
前記操作部を操作すると、前記光源及び前記光学制御部が互いに逆方向に進退することを
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特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、配光を調整可能な照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スポットライトは、光源と光学制御部材を備えており、光源と光学制御部材の距離を調
整することで、光学制御部材から出射される光の配光を変化させている。例えば、光源ユ
ニットを回転させることで光源が前方へ移動し、光源ユニットを逆方向に回転させること
で光源が後方へ移動する。このように光源ユニットの回転方向を変えることで光学制御部
材から出射される光の広がりを調整している（特許文献１）。
【０００３】
　また、スポットライト本体を貫通したハンドルの操作に応じて回転する歯車軸と噛み合
うことにより、光学レンズが前後に移動する技術が開示されている。このようにハンドル
の操作により光学レンズが移動することで、焦点距離が変わり、光の配光を変化させるこ
とができる（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－３２４４９号公報
【特許文献２】特開２００７－２９４３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載のスポットライトは、光源ユニットの操作部を回転させなが
ら進退させるため、光源ユニットが光学制御部材に近接した状態の時、光源ユニットが筐
体内に入り込んでしまい操作性が悪化してしまうという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献２に記載のスポットライトは、操作部が本体外に配置されていることに
より意匠性が悪化してしまうという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、配光を調整する
際の操作性がよく、かつ意匠性に優れた照明装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る照明装置は内部に電源を備えた本体と、前記本体に取り付けられた光源
と、前記本体の外周に配置された筒状のカバーと、前記カバー内に配置され、前記光源か
ら出射された光の配光を制御する光学制御部と、前記カバー内に配置され、前記光源と前
記光学制御部の距離を調整可能な操作部とを備え、前記操作部は、前記光源と前記光学制
御部の距離を調整する際、進退しないことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明に係る照明装置は、光学制御部と光源の距離を調整する操作部をカバー内に配
置し、さらに、光学制御部と光源の距離を調整する際に操作部は進退しないので、操作性
と意匠性を低下させることなく、広配光と狭配光とを調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部構
成を示す図である。
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【図２】実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部構
成を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る照明装置の操作部と調整部を示す図である。
【図４】実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の操作部
と調整部の配置関係を示す図である。
【図５】実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の操作部
と調整部の配置関係を示す図である。
【図６】実施の形態２に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部構
成を示す図である。
【図７】実施の形態２に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部構
成を示す図である。
【図８】実施の形態３に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部構
成を示す図である。
【図９】実施の形態３に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部構
成を示す図である。
【図１０】実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１１】実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１２】実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の操作
部と調整部の配置関係を示す図である。
【図１３】実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の操作
部と調整部の配置関係を示す図である。
【図１４】実施の形態５に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１５】実施の形態５に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１６】実施の形態６に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１７】実施の形態６に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１８】実施の形態７に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図１９】実施の形態７に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部
構成を示す図である。
【図２０】実施の形態７に係る照明装置の操作部と調整部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１
　本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成について図１から５を用いて説明する。図
１は実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部構成を
示す図である。図２は実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にあ
る時の内部構成を示す図である。図３は実施の形態１に係る照明装置の操作部と調整部を
示す図である。図４は実施の形態１に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にあ
る時の操作部と調整部の配置関係を示す図である。図５は実施の形態１に係る照明装置で
、光源と光学制御部が近い状態にある時の操作部と調整部の配置関係を示す図である。
【００１２】
　図１、図２に示すように、実施の形態１に係る照明装置１は、本体２と、本体２に取り
付けられた光源３と、本体２の外周に配置された筒状のカバー４と、光源３から出射され
た光の配光を制御する光学制御部５と、光源３と光学制御部５の距離を調整可能な操作部
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６とを備えている。照明装置１は、光源３から発した光を光学制御部５に通過させること
で光の配光特性を調整している。具体的には、照明装置１から出射する光の照射面積の広
狭を調整している。この照明装置１は主に家屋の天井または壁面に取り付けられるスポッ
トライトとして用いられる。
【００１３】
　本体２は、カバー４の内部に配置された円筒形の筐体であり、内部に光源３に電力を供
給する電源（図示せず）を備えている。本体２の一端側には光源３が取り付けられ、他端
側に光源３と光学制御部５の距離を調整可能な調整部７が取り付けられている。
【００１４】
　光源３は、発光体である１つまたは複数の発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ。以下「ＬＥＤ」という）素子である。また、他にも光源３は、ＬＥＤ
の他に白熱電球、レーザーダイオード（Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｏｄｅ）、有機ＥＬ（Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）などを用いることができる。光源
３は、ワイヤーハーネスやコネクタなどの配線部材を用いて電源と接続されている。
【００１５】
　カバー４は、円筒形をしており、本体２、光源３、光学制御部５、操作部６、調整部７
の周囲を覆うように配置されている。カバー４により、外部から内部に収容された本体２
、光源３、光学制御部５、操作部６、調整部７は見えないようになっている。また、カバ
ー４は、アクリルやポリカーボネートなどの樹脂素材やセラミック等により形成され、内
部に収容された電源等の熱を外部に伝達させないヒートシンクの役割を果たしている。
【００１６】
　光学制御部５は、集光した光を出射する投光レンズのことであり、具体的には、球面レ
ンズ、平坦レンズ、フルネルレンズ等の既存のレンズを用いる。実施の形態１における光
学制御部５はカバー４の一端側すなわち、操作部７の反対側に取り付けられており移動し
ない構成となっている。
【００１７】
　続いて、図１から図５を用いて操作部６と調整部７の詳細な構成を説明する。
　調整部７は、一方に底部を備えた円筒形をしている。また、調整部７は本体２の光源３
が取り付けられていない側（他端側）に取り付けられる。調整部７の円筒形の側面には、
螺旋状に溝７ａが形成されている。
【００１８】
　操作部６は、円筒または円柱形をしている。操作部６は、一端側に利用者が照明装置１
から出射する光の配光特性を調整するときに持つ把持部６ａと、他端側に調整部７の内部
に収容される収容部６ｂで構成される。利用者は把持部６ａを回転操作することで配光特
性の調整を行うことができる。収容部６ｂの側面には凸部８が形成されており、この凸部
８は調整部７の溝７ａと嵌合する構成となっている。凸部８が溝７ａ内を移動すること溝
７ａの側面が凸部に押され、調整部７が進退する。さらに、操作部６はカバー４に回転可
能に取り付けられており、把持部６ａを回転させてもカバー４内で進退しない構成となっ
ている。そのため、操作部６はカバー内の所定の位置に固定されている。
【００１９】
　図４は図１の状態における操作部６と調整部７の構成を抜き出した図である。図１、図
４に示すように、操作部６の凸部８は、螺旋状の溝７ａの一番左側端部に配置している。
このとき調整部７が把持部６ａ側に一番寄った状態となる。また、同様に、調整部７に取
り付けられた本体２も把持部６ａ側に一番寄った状態となる。さらに、本体２に取り付け
られた光源３も把持部６ａ側に一番寄った状態となる。このため、光源３は光学制御部５
とは一番離れた状態となる。
【００２０】
　図５は図２の状態における操作部６と調整部７の構成を抜き出した図である。図２、図
５に示すように、操作部６の凸部８は、螺旋状の溝７ａの一番右側端部に配置している。
このとき調整部７が出射側（光学制御部５側）に一番寄った状態となる。また、同様に、
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調整部７に取り付けられた本体２も出射側に一番寄った状態となる。さらに、本体２に取
り付けられた光源３も出射側に一番寄った状態となる。このため、光源３は光学制御部５
とは一番近づいた状態となる。
【００２１】
　図１、図４の状態から、操作部６の把持部６ａを時計回りに回転させると光源３が徐々
に光学制御部５に近づいていく。また、同様に、図２、図５の状態から操作部６の把持部
６ａを反時計回りに回転させると光源３が光学制御部５から徐々に遠ざかっていく。この
ように操作部６の把持部６ａを回転させることで光源３がカバー内を進退する。光源３が
進退することにより、光学制御部５との距離を調整できるため配光特性を変えることが可
能となる。
【００２２】
　このように、実施の形態１に係る照明装置は、光学制御部と光源の距離を調整する操作
部をカバー内に配置し、また、操作部は調整する際に進退しないので、操作性と意匠性を
低下させることなく、広配光と狭配光とを調整することができる。
【００２３】
　実施の形態２
　本発明の実施の形態２に係る照明装置の構成について図６、図７を用いて説明する。図
６は実施の形態２に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部構成を
示す図である。図７は、実施の形態２に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態に
ある時の内部構成を示す図である。なお、本実施の形態２では実施の形態１との相違点を
中心に説明し、実施の形態１と同様の構成及び効果については省略する。また、実施の形
態１と同一の構成については同一の符号を用いる。
【００２４】
　図６、図７に示すように、照明装置１に係る操作部９は、一端側に利用者が照明装置１
から出射する光の配光特性を調整するときに持つ把持部９ａと、他端側に本体２と噛み合
い、光源３と光学制御部５の距離を調整するねじ山９ｂを備えている。本体１０は、光源
３が取り付けられた側の反対側すなわち操作部が有する側に、操作部９のねじ山９ｂと勘
合するねじ溝１０ａが形成されている。そして、操作部９の把持部９ａを操作すると、ね
じ山９ｂによりねじ溝１０ａが押されることで本体１０が進退する。そして、本体１０が
進退するため、本体１０に取り付けられた光源３も進退する。また、実施の形態１と同様
に、操作部９はカバー４に回転可能に取り付けられており、把持部９ａを回転させてもカ
バー４内で進退しない構成となっている。そのため、操作部６はカバー内の所定の位置に
固定されている。
【００２５】
　図６に示すように、本体１０は操作部９のねじ山９ｂに一番入り込んだ状態である。す
なわち、このとき本体１０は把持部９ａ側に一番寄った状態となる。また、本体２に取り
付けられた光源３も把持部９ａ側に一番寄った状態となる。このため、光源３は光学制御
部５とは一番離れた状態となる。
【００２６】
　図７に示すように、図６の状態から、操作部９の把持部９ａを時計回りに回転させると
光源３が徐々に光学制御部５に近づいていく。また、同様に、図７の状態から操作部９の
把持部９ａを反時計回りに回転させると光源３が光学制御部５から徐々に離れていく。こ
のように操作部９の把持部９ａを回転させることで光源３がカバー内を進退する。光源３
が進退することにより、光学制御部５との距離を調整できるため配光特性を変えることが
可能となる。
【００２７】
　実施の形態１に係る照明装置は実施の形態１に記載した効果に加え、調整部を必要とし
ないため、部品点数を減らすことができるという特有の効果を奏する。
【００２８】
　実施の形態３
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　本発明の実施の形態３に係る照明装置の構成について図８、図９を用いて説明する。図
８は実施の形態３に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の内部構成を
示す図である。図９は、実施の形態３に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態に
ある時の内部構成を示す図である。なお、本実施の形態３では実施の形態１、２との相違
点を中心に説明し、実施の形態１、２と同様の構成及び効果については省略する。また、
実施の形態１、２と同一の構成については同一の符号を用いる。
【００２９】
　図８、図９に示すように、照明装置１に係る操作部１１は、カバー１２内かつカバー１
２の側面側に配置され、歯車形状をしている。また、操作部１１の歯車形状の中心には回
転軸１１ｂがあり、この回転軸１１ｂはカバー内で固定されている。カバー１２の側面の
一部には穴１２ａが形成されており、穴１２ａより操作部１１の操作が可能となっている
。また操作部１１の端部はカバー１２の表面から突出しない位置に設けられている。本体
１３には、操作部１１の歯車１１ａと勘合する歯車溝１３ａが形成されている。これらの
構成により、操作部１１を回転操作すると、歯車１１ａにより歯車溝１３ａが押されるこ
とで本体１３が進退する。そして、本体１３が進退するため、本体１３に取り付けられた
光源３も進退する。また、実施の形態１、２と同様に、操作部１３の回転軸１１ｂがカバ
ー１２内で固定されているため操作部１３を回転させてもカバー１２内で進退しない構成
となっている。
【００３０】
　図８の状態から操作部１３を反時計回りに回転させると本体１３が光学制御部５側に移
動する。すなわち光源３が光学制御部５に近づいていく。同様に、図９の状態から利用者
が操作部１３を時計回りに回転させると本体１３が光学制御部５側の反対側に移動する。
すなわち光源３が光学制御部５から遠ざかっていく。このように操作部１３を回転させる
ことで光源３がカバー内を進退する。光源３が進退することにより、光学制御部５との距
離を調整できるため配光特性を変えることが可能となる。
【００３１】
　実施の形態３に係る照明装置は実施の形態１及び実施の形態２の効果に加え、さらに、
側面側から操作できるため、天井に取り付けることが多いスポットライトの場合は操作性
が向上するという特有の効果を奏する。
【００３２】
　実施の形態４
　本発明の実施の形態４に係る照明装置の構成について図１０から図１３を用いて説明す
る。図１０は、実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の
内部構成を示す図である。図１１は、実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部
が遠い状態にある時の内部構成を示す図である。図１２は実施の形態４に係る照明装置で
、光源と光学制御部が近い状態にある時の操作部と調整部の配置関係を示す図である。図
１３は実施の形態４に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠い状態にある時の操作部と
調整部の配置関係を示す図である。なお、本実施の形態４では実施の形態１との相違点を
中心に説明し、実施の形態１と同様の構成及び効果については省略する。また、実施の形
態１と同一の構成については同一の符号を用いる。
【００３３】
　図１０、図１１に示すように、実施の形態４に係る照明装置１は、本体１４と、本体１
４に取り付けられた光源３と、本体１４の外周に配置された筒状のカバー４と、光源３か
ら出射された光の配光を制御する光学制御部５と、光源３と光学制御部５の距離を調整可
能な操作部６とを備えている。
【００３４】
　本体１４は、カバー４の内部に配置された円筒形の筐体であり、内部に光源３に電力を
供給する電源（図示せず）を備えている。本体１４の一端側には光源３が取り付けられて
いる。また、本体１４の外周壁面には、カバー４の内壁面と接続するための接続部１４ａ
が形成されている、この接続部１４ａにより本体１４はカバー４と接続され、カバー１４
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内で進退しない構成となっている。
【００３５】
　調整部１５は、円筒形をしており、本体１４を覆う構成となっている。調整部１５の一
端側には光学制御部５が取り付けらており、他端側の側面には操作部６の凸部８と嵌合可
能な螺旋状の溝１５ａが形成されている。また、調整部１５の中央付近の側面には本体１
４の接続部１４ａが通過可能な穴が形成されている。
【００３６】
　図１２は図１０の状態における操作部６と調整部１５の構成を抜き出した図である。図
１０、図１２に示すように、操作部６の凸部８は、螺旋状の溝１５ａの一番左側端部に配
置している。このとき調整部１５が把持部６ａ側に一番寄った状態となる。また、同様に
、調整部１５に取り付けられた光学制御部５も把持部６ａ側に一番寄った状態となる。本
体１４及び本体１４に取り付けられた光源３は固定されて進退しないため、光源３と光学
制御部５は一番近づいた状態となる。
【００３７】
　図１３は図１１の状態における操作部６と調整部７の構成を抜き出した図である。図１
１、図１３に示すように、操作部６の凸部８は、螺旋状の溝７ａの一番は右側端部に配置
している。このとき調整部７が出射側に一番寄った状態となる。また、同様に、調整部７
に取り付けられた光学制御部５も出射側に一番寄った状態となる。本体１４及び本体１４
に取り付けられた光源３は固定されて進退しないため、光源３と光学制御部５は一番離れ
た状態となる。
【００３８】
　図１０、図１２の状態から、操作部６の把持部６ａを時計回りに回転させると光学制御
部５が徐々に光源３から離れていく。また、同様に、図１１、図１３の状態から操作部６
の把持部６ａを反時計回りに回転させると光学制御部５が徐々に光源３に近づいていく。
このように操作部６の把持部６ａを回転させることで光学制御部５がカバー４内を進退す
る。光学制御部５が進退することにより、光源３との距離を調整できるため配光特性を変
えることが可能となる。
【００３９】
　実施の形態４に係る照明装置は実施の形態１に記載の効果に加え、内部に電源を備えた
本体を移動させないので軽い力で配光特性を変えることができ、操作性が向上するという
特有の効果を奏する。
【００４０】
　実施の形態５
　本発明の実施の形態５に係る照明装置の構成について図１４、図１５を用いて説明する
。図１４は実施の形態５に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部
構成を示す図である。図１５は、実施の形態５に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠
い状態にある時の内部構成を示す図である。なお、本実施の形態５では実施の形態１から
４との相違点を中心に説明し、実施の形態１から４と同様の構成及び効果については省略
する。また、実施の形態１から４と同一の構成については同一の符号を用いる。
【００４１】
　図１４、図１５に示すように、照明装置１に係る操作部９は、一端側に利用者が照明装
置１から出射する光の配光特性を調整するときに持つ把持部９ａと、他端側に調整部１６
と噛み合い、光源３と光学制御部５の距離を調整するねじ山９ｂを備えている。調整部１
６は、光学制御部５が取り付けられた側の反対側、すなわち操作部９が有する側に、操作
部９のねじ山９ｂと勘合するねじ溝１６ａが形成されている。そして、操作部９の把持部
９ａを操作すると、ねじ山９ｂによりねじ溝１０ｂが押されることで調整部１６が進退す
る。そして、調整部１６が進退するため、調整部１６に取り付けられた光学制御部５も進
退する。また、実施の形態１と同様に、操作部９はカバー４に回転可能に取り付けられて
おり、把持部９ａを回転させてもカバー４内で進退しない構成となっている。そのため、
操作部６はカバー内の所定の位置に固定されている。
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【００４２】
　図１４に示すように、調整部１６は操作部９のねじ山９ｂが一番入り込んだ状態である
。このとき調整部１６は把持部９ａ側に一番寄った状態となる。また、調整部１６に取り
付けられた光学制御部５も把持部９ａ側に一番寄った状態となる。実施の形態４と同様に
、本体１４はカバー４に固定されているため、光学制御部５と光源３とは一番近づいた状
態となる。
【００４３】
　図１４の状態から、操作部９の把持部９ａを時計回りに回転させると光学制御部５が徐
々に光源３と離れていく。また、同様に、図１５の状態から操作部９の把持部９ａを反時
計回りに回転させると光学制御部５が光源に３に徐々に近づいていく。このように操作部
９の把持部９ａを回転させることで光学制御部５がカバー内を進退する。光学制御部５が
進退することにより、光源３との距離を調整できるため配光特性を変えることが可能とな
る。
【００４４】
　実施の形態５に係る照明装置は実施の形態４に記載の効果に加え、ねじ山とねじ溝のか
み合わせにより進退する距離を調節できるので、微調整がしやすいという特有の効果を奏
する。
【００４５】
　実施の形態６
　本発明の実施の形態６に係る照明装置の構成について図１６、図１７を用いて説明する
。図１６は実施の形態６に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内部
構成を示す図である。図１７は、実施の形態６に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠
い状態にある時の内部構成を示す図である。なお、本実施の形態６では実施の形態１から
５との相違点を中心に説明し、実施の形態１から５と同様の構成及び効果については省略
する。また、実施の形態１から５と同一の構成については同一の符号を用いる。
【００４６】
　図１６、図１７に示すように、照明装置１に係る操作部１１は、カバー１２内かつカバ
ー１７の側面側に配置され、歯車形状をしている。また、操作部１１は本体１４の後方に
設けられている。さらに、操作部１１の歯車形状の中心には回転軸１１ｂがあり、この回
転軸１１ｂはカバー１７内で固定されている。カバー１７の側面の一部には穴１７ａが形
成されており、穴１７ａより操作部１１の操作が可能となっている。また操作部１１の端
部はカバー１２の表面から突出しない位置に設けられている。調整部１８には、操作部１
１の歯車１１ａと勘合する歯車溝１８ａが形成されている。歯車溝１８ａは本体１４の後
方に設けられている。これらの構成により、操作部１１を回転操作すると、歯車１１ａに
より歯車溝１８ａが押されることで調整部１８が進退する。そして、調整部１８が進退す
るため、調整部１８に取り付けられた光学制御部５も進退する。また、実施の形態４、５
と同様に、操作部１１の回転軸１１ｂがカバー１７内で固定されているため操作部１１を
回転させてもカバー１７内で進退しない構成となっている。
【００４７】
　図１７の状態から利用者が操作部１１を時計回りに回転させると調整部１８が出射側と
反対側に移動する。すなわち、調整部１８に取り付けられた光学制御部５が光源３に近づ
く方向に移動する。また、図１６の状態から利用者が操作部１１を反時計回りに回転させ
ると調整部１８が出射側に移動する。すなわち、調整部１８に取り付けられた光学制御部
５が光源３から離れる方向に移動する。このように操作部１１を回転させることで光学制
御部５がカバー内を進退する。光学制御部５が進退することにより、光源３との距離を調
整できるため配光特性を変えることが可能となる。
【００４８】
　また、上述したように、歯車溝１８ａ及び操作部１１が本体１４の後方に設けられてい
るため、カバー１７及び本体１４の直径方向のサイズは操作部１１のサイズに影響を受け
ない。
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【００４９】
　実施の形態６に係る照明装置は実施の形態４の効果に加え、さらに、側面側から操作で
きるため、天井に取り付けることが多いスポットライトの場合は操作性が向上するという
特有の効果を奏する。
【００５０】
　実施の形態７
　本発明の実施の形態７に係る照明装置の構成について図１８から図２０を用いて説明す
る。図１８は実施の形態７に係る照明装置で、光源と光学制御部が近い状態にある時の内
部構成を示す図である。図１９は実施の形態７に係る照明装置で、光源と光学制御部が遠
い状態にある時の内部構成を示す図である。図２０は実施の形態７に係る照明装置の操作
部と調整部を示す図である。実施の形態７は実施の形態１と実施の形態４を組み合あわせ
た構成となっている。本実施の形態７では実施の形態１から６との相違点を中心に説明し
、実施の形態１から６と同様の構成及び効果については省略する。また、実施の形態１か
ら６と同一の構成については同一の符号を用いる。
【００５１】
　図１８から図２０に示すように、実施の形態７に係る照明装置１の本体部２、光源部３
、カバー４、光学制御部５、操作部６及び調整部７は実施の形態１に係る構成と同じであ
る。
【００５２】
　実施の形態７に係る照明装置１の調整部１９は、円筒形をしており、本体２及び調整部
７を覆う構成となっている。調整部１９の一端側には光学制御部５が取り付けらており、
他端側の側面には操作部６の凸部８と嵌合可能な螺旋状の溝１９ａが形成されている。螺
旋状の溝１９ａは調整部７に形成された溝７ａと交差するように形成されている。そして
凸部８は内側から溝７ａ、溝１９ａを通過して嵌合している。
【００５３】
　図１８の状態から、操作部６の把持部６ａを反時計回りに回転させると光源３が操作部
６側に進んでいく。一方、操作部６の把持部６ａを反時計回りに回転させると光学制御部
５は光源３から発する光の出射方向側（操作部６とは反対側）に進んでいく。そのため、
操作部６の把持部６ａを反時計回りに回転させると光源部３と光学制御部５の距離は離れ
ていく。
【００５４】
　同様に、図１９状態から操作部６の把持部６ａを時計回りに回転させると光源３が光源
３から発する光の出射方向側（操作部６とは反対側）に進んでいく。一方、操作部６の把
持部６ａを時計回りに回転させると光学制御部５は操作部６側に進んでいく。そのため、
操作部６の把持部６ａを時計回りに回転させると光源部３と光学制御部５の距離は近づい
ていく。このように操作部６の把持部６ａを回転させることで光源３及び光学制御部５が
カバー４内を進退する。光源３と光学制御部５との距離を調整できるため配光特性を変え
ることが可能となる。また、本実施の形態では、操作部６の回転により、光源３と光学制
御部５が逆方向に移動するため、距離の調整を早く行うことができる。
【００５５】
　実施の形態７に係る照明装置は、操作部６の回転により、光源と光学制御部が逆方向に
移動するため、実施の形態１、実施の形態４の場合よりも早く配光特性を変更することが
可能となる。
【符号の説明】
【００５６】
１　照明装置、２　本体、３　光源、４　カバー、５　光学制御部、６　操作部、６ａ　
把持部、６ｂ　収容部、７　調整部、７ａ　溝、８　凸部、９　操作部、９ａ　把持部、
９ｂ　ねじ山、１０　本体　、１０ａ　ねじ溝、１１　操作部、１１ａ　歯車、１１ｂ　
回転軸、１２　カバー、１２ａ　穴、１３　本体、１３ａ　歯車溝、１４　本体、１４ａ
　接続部、１５　調整部、１５ａ　溝、１６　調整部、１６ａ　ねじ溝、１７　カバー、
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１７ａ　穴、１８　調整部、１８ａ　歯車溝、１９　調整部、１９ａ　溝
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(12) JP 2017-152186 A 2017.8.31

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】



(13) JP 2017-152186 A 2017.8.31

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(14) JP 2017-152186 A 2017.8.31

【図１６】

【図１７】
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